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【手続補正書】
【提出日】平成26年3月28日(2014.3.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自立式容器のための花弁状ベースであって、球状基礎ベース輪郭と、この基礎ベース輪
郭を中断し、かつ、この輪郭から突出して対応の複数の脚部を形成する複数の回転楕円形
状脚形成部とを有し、
　前記各脚形成部は、前記基礎ベース輪郭にスムースに延出する凹状断面の楕円状共通部
分を有し、
　前記脚形成部は、中央突出部から放射状に延出しており、
　前記中央突出部は、前記基礎ベース輪郭の最下方頂点を越えたレベルにまで延出し、且
つ前記基礎ベース輪郭の曲率半径よりも小さな曲率半径を有し、
　前記脚形成部と前記中央突出部とは、スムースに湾曲する遷移部分を介して互いに接続
されており、
　前記遷移部分の湾曲が前記脚形成部と前記中央突出部との湾曲の逆であり、
　前記脚形成部、前記スムースに湾曲する遷移部分、及び前記中央突出部は、協働で、湾
曲する断面を形成しており、
　波状壁部が、前記脚形成部の内側部、前記脚形成部の間の谷部、及び前記中央突出部に
よって形成されるベース。
【請求項２】
　前記基礎ベース輪郭は、その原線が前記ベースの中央軸心と一致する偏球である請求項
１に記載のベース。
【請求項３】
　前記基礎ベース輪郭は、実質的に半球状である請求項１又は２に記載のベース。
【請求項４】
　前記脚形成部は長楕円である請求項１又は２に記載のベース。
【請求項５】
　前記脚形成部は、扁長回転楕円形である請求項４に記載のベース。
【請求項６】
　前記脚形成部は卵形である請求項４又は５に記載のベース。
【請求項７】
　前記各脚形成部の断面の最も幅広部分は、当該脚形成部の内側端部に向けて内側にオフ
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セットされている請求項６に記載のベース。
【請求項８】
　前記脚形成部は、それぞれの長手軸心を有し、これら軸心は前記ベースの中央軸心から
径方向に延出する平面に位置する請求項４～７のいずれか１項に記載のベース。
【請求項９】
　前記脚形成部の前記軸心は、前記ベースの前記中央軸心から円錐状に外方に延出してい
る請求項８に記載のベース。
【請求項１０】
　前記脚形成部の前記軸心は、前記ベースの前記中央軸心から外方上方に延出している請
求項９に記載のベース。
【請求項１１】
　前記脚形成部の前記軸心は、前記ベースよりも下方の前記ベースの前記中央軸心上の位
置において前記ベースの前記中央軸心と出会う請求項１０に記載のベース。
【請求項１２】
　前記共通部分（ｉｎｔｅｒｓｅｃｔｉｏｎ）は卵形である請求項１に記載のベース。
【請求項１３】
　前記中央突出部は、前記容器の外側に対して実質的に凸状である請求項１に記載のベー
ス。
【請求項１４】
　前記中央突出部は、前記容器の内部に対して凹部を形成し、この凹部は、流体搬送チュ
ーブの自由端部を前記容器内に位置させ保持するように構成されている請求項１又は１３
に記載のベース。
【請求項１５】
　前記中央突出部は、その面の数が前記脚形成部の数に対応する、実質的に多角形状であ
る請求項１、１３又は１４に記載のベース。
【請求項１６】
　前記谷部は、前記多角形状突出部の頂点から放射状に延出している請求項１５に記載の
ベース。
【請求項１７】
　前記谷部の幅は、前記ベースを横切って外側に行くにつれて広がる請求項１６に記載の
ベース。
【請求項１８】
　各谷部は、内側部分と外側部分とを有し、前記谷部の壁は、前記内側部分においてより
も前記外側部分においてのほうがより鋭利に分岐している請求項１７に記載のベース。
【請求項１９】
　前記谷部の壁は、この谷部の前記内側部分と前記外側部分との両方において分岐してい
る請求項１８に記載のベース。
【請求項２０】
　平面視において、前記各脚形成部は、当該脚形成部の内側部分を介して内側端部へと内
側にテーパする拡大中央領域を有する請求項１～１９のいずれか１項に記載のベース。
【請求項２１】
　前記脚形成部の前記内側部分は、前記ベースの周囲でセグメントされた状態で配置され
ている請求項２０に記載のベース。
【請求項２２】
　平面視において、前記各脚形成部は、前記拡大中央部分から当該脚形成部の外側部分を
介して外側端部へと外側にテーパしている請求項２０又は２１に記載のベース。
【請求項２３】
　請求項１～２２のいずれか１項に記載のベースを備える自立式容器。
【請求項２４】
　前記ベースの前記脚形成部のそれぞれは、その直径（ｘ）が、Ｄｙ／０．５ｘ＝ｋ、こ
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こで、ｋは３．６～５．５である、のように前記容器の側壁直径（Ｄｙ）に関連する接触
円周りで互いに離間する接触点を形成する請求項２３に記載の容器。
【請求項２５】
　ｋは４．０～５．３である請求項２４に記載の容器。
【請求項２６】
　ｋは４．２～５．０である請求項２５に記載の容器。
【請求項２７】
　３ＭＰ／ｋｇ以上の、材料使用量に対する平均バースト圧抵抗の比率を有する請求項２
３～２６のいずれか１項に記載の容器。
【請求項２８】
　４０リットル／ｋｇ以上の、材料使用量に対する容量の比率を有する請求項２３～２７
のいずれか１項に記載の容器。
【請求項２９】
　前記容器の中央長手軸心にアラインメントされた流体搬送チューブを有し、当該チュー
ブは前記容器の前記ベースと前記容器の開口部との間に延出している請求項２３～２８の
いずれか１項に記載の容器。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　その結果、脚形成部１６の接触点４２間の接触円内の中央領域が極めて硬くて（リジッ
ド）で、それゆえ、内圧から破裂圧まで移動に対する耐性を有するものとなる。接触円内
の領域の剛性は、脚形成部１６の内側部３４、それらの間の谷部２２と中央突出部１８と
によって形成される波状壁部によって高められる。
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